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食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
三
十
四
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

第
三
十
四
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
都
道
府
県
知
事

者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

（
指
定
検
査
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

（
指
定
検
査
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
五
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届

第
三
十
五
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
そ
の
指
定
に
係
る
都

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
食
鳥
検
査
の
業
務

を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三

変
更
の
理
由
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（
食
鳥
検
査
の
方
法
及
び
手
続
並
び
に
検
査
員
の
要
件
）

（
食
鳥
検
査
の
方
法
及
び
手
続
並
び
に
検
査
員
の
要
件
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
食
鳥
検
査
に
つ
い
て

２

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
食
鳥
検
査
に
つ
い
て

、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ

、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
同
じ
。
）
の
指
定
を
受
け
た
指
定
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
の
は
「
同
じ
。
）
の
委
任
を
受
け
た
指
定
検
査
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
九
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
又
は

第
三
十
九
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
又
は

解
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
指

解
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労

定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

（
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
四
十
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
又
は
解

第
四
十
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
又
は
解

任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
届
出
書
を
そ
の
指
定
に

任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
届
出
書
を
厚
生
労
働
大

係
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ

２

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
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う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務

う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務

規
程
を
添
付
し
、
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

規
程
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
３

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ

３

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知

う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
任

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
二
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可

第
四
十
二
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
、
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事

す
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
並
び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
任
都
道
府

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ

２

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知

う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
申
請
書
に
同
条
第
二
項
に
よ
る
委
任
都
道

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

府
県
知
事
の
意
見
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
食
鳥
検
査
の
業
務
の
休
廃
止
の
申
請
）

（
食
鳥
検
査
の
業
務
の
休
廃
止
の
申
請
）

第
四
十
四
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

第
四
十
四
条

指
定
検
査
機
関
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
号
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
食
鳥
検
査
の
業
務
の
引
継
事
項
等
）

（
食
鳥
検
査
の
業
務
の
引
継
事
項
等
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
検
査
機

第
四
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
検
査
機

関
（
都
道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
検

関
（
厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
検

査
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
検
査
機
関
で
あ
っ
た
者
）

査
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
検
査
機
関
で
あ
っ
た
者
）

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

引
き
継
ぐ
べ
き
食
鳥
検
査
の
業
務
を
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
引
き

一

引
き
継
ぐ
べ
き
食
鳥
検
査
の
業
務
を
委
任
都
道
府
県
知
事
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

継
ぐ
こ
と
。

二

引
き
継
ぐ
べ
き
食
鳥
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
委
任
都
道
府
県

二

引
き
継
ぐ
べ
き
食
鳥
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
そ
の
指
定
に
係

知
事
に
引
き
渡
す
こ
と
。

る
都
道
府
県
知
事
に
引
き
渡
す
こ
と
。

三

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
又
は
委
任
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行

三

そ
の
他
そ
の
指
定
に
係
る
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と

う
こ
と
。

。

（
削
る
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
条

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大

臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

一

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

三

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
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様
式
第
二
号

（第
三
十
四
条
関
係

）

様
式
第
二
号

（第
三
十
四
条
関
係

）

様
式
第
三
号

（第
三
十
五
条
関
係

）

様
式
第
三
号

（第
三
十
五
条
関
係

）
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様
式
第
四
号

（第
三
十
九
条
関
係

）

様
式
第
四
号

（第
三
十
九
条
関
係

）
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様
式
第
五
号

（第
四
十
条
関
係

）

様
式
第
五
号

（第
四
十
条
関
係

）
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様
式
第
六
号

（第
四
十
一
条
関
係

）

様
式
第
六
号

（第
四
十
一
条
関
係

）

様
式
第
七
号

（第
四
十
一
条
関
係

）

様
式
第
七
号

（第
四
十
一
条
関
係

）
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様
式
第
八
号

（第
四
十
二
条
関
係

）

様
式
第
八
号

（第
四
十
二
条
関
係

）
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様
式
第
九
号

（第
四
十
二
条
関
係

）

様
式
第
九
号

（第
四
十
二
条
関
係

）
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様
式
第
十
号

（第
四
十
四
条
関
係

）

様
式
第
十
号

（第
四
十
四
条
関
係

）
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様
式
第
十
三
号

（第
四
十
七
条
関
係

）

様
式
第
十
三
号

（第
四
十
七
条
関
係

）


